
　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
︑
深
谷
市
の
明
日
の
農
業
を

担
う
新
規
就
農
者
を
紹
介
し
て
い
ま
す
︒

　
シ
リ
ー
ズ
第
25
回
は
︑
花
園
地
区
の
永
田
で
就
農

さ
れ
た
︑
鈴
木
達
也
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
︒

Ｑ

　こ
れ
ま
で
の
経
歴
や
、
農
業
を
始
め
た
き
っ
か

け
は
何
で
す
か
？

Ａ
　
大
学
の
農
学
部
生
命
科
学
科
で
遺
伝
子
工
学
を

学
び
ま
し
た
。
卒
業
後
、
畜
産
飼
料
メ
ー
カ
ー
に

就
職
し
、
営
業
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
農
業
の
現

場
で
働
き
た
く
な
り
、
畜
産
関
係
の
法
人
の
社
員

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
さ
い
た
ま
市
に
あ
る

ネ
ギ
の
生
産
法
人
で
２
年
働
き
、
そ
こ
で
知
り
合
っ

た
農
家
の
も
と
で
研
修
生
と
し
て
１
年
ち
ょ
っ
と
働

い
た
後
に
独
立
し
ま
し
た
。

Ｑ

　現
在
主
に
何
を
生
産
し
て
い
ま
す
か
？

Ａ
　
ネ
ギ
を
約
１
町
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
を
約
１
町
５

反
、
ナ
ス
を
１
反
５
畝
ほ
ど
し
て
い
ま
す
。
今
後

は
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
よ
り
ネ
ギ
の
ウ
エ
イ
ト
を
上

げ
て
い
き
た
い
で
す
。

Ｑ

　農
業
を
始
め
て
感
じ
た
こ
と
は
？

Ａ
　
農
業
は
、
天
候
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

仕
事
の
段
取
り
が
難
し
い
け
れ
ど
、
努
力
し
た
分

だ
け
成
果
に
結
び
つ
く
と
こ
ろ
が
魅
力
だ
と
思
い

ま
す
。

Ｑ

　農
業
を
し
て
い
て
良
か
っ
た
こ
と
は
？

Ａ
　
仕
事
の
や
り
方
や
経
営
ス
タ
イ
ル
な
ど
が
自
由

に
で
き
る
こ
と
で
す
。

Ｑ

　農
業
を
や
っ
て
い
く
う
え
で
心
掛
け
て
い
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
　
野
菜
の
生
産
に
は
、
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
目
を

向
け
て
、
品
質
管
理
に
注
意
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

地
域
の
方
や
自
分
の
周
り
の
方
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
し
て
い
ま
す
。

Ｑ

　休
み
の
日
は
、
何
を
し
て
い
ま
す
か
？

Ａ
　
ま
と
も
な
休
み
は
正
月
く
ら
い
で
、
農
業
経
営

が
も
う
少
し
安
定
す
る
ま
で
は
、
仕
事
が
趣
味
で

す
。

Ｑ

　将
来
の
夢
は
何
で
す
か
？

Ａ
　
花
園
直
売
所
に
出
荷
し
て
２
年
く
ら
い
経
ち
ま

す
が
、
自
分
の
作
っ
た
野
菜
を
目
当
て
に
買
い
に

来
て
く
れ
る
よ
う
な
野
菜
を
作
り
た
い
で
す
。
そ

の
た
め
に
、
現
在
の
経
営
面
積
を
維
持
し
た
ま
ま

作
業
効
率
を
高
め
、
ゆ
と
り
を
持
っ
た
仕
事
を
し

て
、
品
質
の
向
上
を
目
指
し
た
い
で
す
。

Ｑ

　こ
れ
か
ら
新
規
就
農
す
る
方
に
一
言
！

Ａ
　
自
分
一
人
で
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
を
捨

て
て
、
地
域
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
積
極

的
に
行
い
、
周
囲
の
人
の
力
を
借
り
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
は

あ
ら
ゆ
る
場
面
で
出
て
い
ま
す
が
、
農
業
従
事

者
も
例
外
で
は
な
く
、
先
の
見
え
な
い
状
況
が

今
な
お
続
い
て
い
ま
す
。
一
刻
も
早
く
終
息
に

向
か
う
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

　編
集
委
員
会
は
新
し
い
体
制
に
な
り
ま
し
た

が
、
今
後
も
皆
様
に
親
し
ま
れ
る“

農
委
だ
よ

り„

を
お
届
け
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

農
委
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　
　
　
委
員
長

　石
塚

　
　保

　
　
　
委

　員

　橋
本

　
　登

　栁

　
　一
男

　
　
　
　
　
　
　橋
本

　繁
穂

　塚
原

　
　昇

　
　
　
　
　
　
　尾
熊

　博
章

　大
澤

　慶
三

※現在、彼女募集中です。
気になる方は、農業委員会
事務局までご連絡を！

「
品
質
の
良
い
野
菜
を
作
り
た
い
」

鈴
木
　
達
也
さ
ん
（
28
歳
）

永
田

す
ず
き
　
　
た
つ
や

2020年9月
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事務局 〒3668501　深谷市仲町11番 1 号 ☎ 5773439（直通）・FAX 5787614

深 谷 市 農 業 委 員 会編 集
発 行

深谷市イメージキャラクター

永田で新規就農された鈴木達也さん
（6面にインタビューを掲載しています）
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農
地
の
権
利
を
相
続
等
で
取
得
し
た
場
合
は
、
農

業
委
員
会
に
そ
の
旨
を
届
出
す
る
こ
と
が
義
務
化
さ

れ
て
い
ま
す
。
農
地
の
権
利
を
取
得
さ
れ
た
場
合
は
、

遅
滞
な
く
農
地
法
第
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出

書
の
ご
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
届
出
書
は
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
耕
作
さ
れ
て
い
な
い
農
地
に
、
雑
草
等
が
生
い
茂
っ

て
困
っ
て
い
る
と
い
っ
た
苦
情
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
荒
廃
し
た
農
地
は
、
病
害
虫
や
火
災
の
発

生
原
因
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
見
通
し
が
悪
く
な
る

こ
と
で
交
通
事
故
を
誘
発
し
た
り
、
ゴ
ミ
の
不
法
投

棄
の
温
床
と
な
る
な
ど
、
地
域
環
境
に
重
大
な
影
響

を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

農
地
を
所
有
す
る
方
は
耕
作
を

さ
れ
な
い
場
合
も
、
定
期
的
な

耕
う
ん
や
除
草
な
ど
、
農
地
の

適
正
管
理
に
努
め
る
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　農
業
者
年
金
で
生
活
の
安
定
を
考
え
ま
せ
ん

か
？
年
金
は
家
族
一
人
ひ
と
り
に
つ
い
て
準
備
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。
農
業
経
営
者
は
も
と
よ
り
、

配
偶
者
や
後
継
者
な
ど
の
家
族
農
業
従
事
者
も
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　農
業
者
年
金
は
、
国
民
年
金
（
基
礎
年
金
）
に

上
乗
せ
し
た
公
的
年
金
で
す
。

　農
業
者
年
金
の
ご
相
談
や
加
入
の
申
込
み
は
、

農
業
委
員
会
事
務
局
か
最
寄
り
の
農
協
で
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
申
込
み
の
際
に
は
、
保
険
料
の
振

替
口
座
番
号
と
国
民
年
金
の
基
礎
年
金
番
号
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
農
業
委
員
会
事
務
局
（
☎
５
７
７

　

－

３
４
３
９
）
ま
た
は
最
寄
り
の
農
協
へ

相
続
等
に
よ
り
農
地
の
権
利
を

取
得
し
た
場
合
は
「
農
業
委
員

会
へ
の
届
出
」
が
必
要
で
す
。

農
地
の
管
理
は
適
正
に
！

農
業
者
年
金
加
入
の
お
す
す
め

相
続
等
に
よ
り
農
地
の
権
利
を

取
得
し
た
場
合
は
「
農
業
委
員

会
へ
の
届
出
」
が
必
要
で
す
。

農
地
の
管
理
は
適
正
に
！

農
業
者
年
金
加
入
の
お
す
す
め

相
続
等
に
よ
り
農
地
の
権
利
を

取
得
し
た
場
合
は
「
農
業
委
員

会
へ
の
届
出
」
が
必
要
で
す
。

農
地
の
管
理
は
適
正
に
！

農
業
者
年
金
加
入
の
お
す
す
め

◆
農
業
者
年
金
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト
◆

①
農
業
者
な
ら
広
く
加
入
で
き
る

②
少
子
高
齢
時
代
に
強
い
積
立
方
式
・
確
定
拠

出
型
の
年
金

③
保
険
料
は
自
由
に
決
め
ら
れ
る

④
終
身
年
金
。
80
歳
前
に
亡
く
な
っ
た
場
合
に

は
死
亡
一
時
金
あ
り

⑤
税
制
面
で
大
き
な
優
遇

⑥
保
険
料
の
国
庫
補
助

農業委員会等の移転のお知らせ
　令和２年７月27日（月）から農業委員会事務局及び産業振
興部（農業振興課、商工振興課、産業ブランド推進室）の
事務所が岡部庁舎（深谷市岡２３８１−１）から深谷市役所
新庁舎へ移転しました。

　　　　　 〒３６６−８５０１　深谷市仲町１１番１号

農 業 振 興 課

２階２３番窓口
（ ☎  ５７７―３２９８）
（Fax ５７８―７６１４）

農業委員会事務局

２階２４番窓口
（ ☎  ５７７―３４３９）
（Fax ５７８―７６１４）

所在地

持続化給付金の申請について
　持続化給付金とは？

　新型コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の
　継続を下支えするために支給するものです。

　給 付 額　

　法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで
　※ただし、昨年１年間の売上からの減少分が上限です。

　給付対象　

　・2020年１月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50％
　　以上減少している事業者
　・2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
　＊一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

　申請情報・書類

　１．個人の場合（氏名、住所、生年月日、電話番号等の基本情報に加え、次の書類が必要です）
　　① 2019年分の確定申告書第一表の控え（収受日付印が押してあるもの）※１※２

　　② 申請の対象とする月の月間事業収入がわかるもの（売上台帳、帳面など2020年の確定申告の基
　　　 礎となる書類が原則）
　　③ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
　　④ 本人確認書類（運転免許証、個人番号カード等）
　　※１  2019年の確定申告書類がない場合は、市町村民税・特別区民税・都道府県税などの申告書類でも申請可能です。
　　※２  農業者の方は、青色申告者であっても、所得税青色申告書決算書の控えを添付せずに申請することができます。

　２．法人の場合（法人番号、法人名、住所、業種、設立年月日、資本金、代表電話番号等の基本情報
　　　　　　　　　に加え、次の書類が必要です）
　　① 申請の対象とする月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え（収受日付印
　　　 が押してあるもの）
　　② 法人事業概要説明書の控え
　　③ 申請の対象となる月の月間事業収入がわかるもの（売上台帳、帳面など2020年の確定申告の基
　　　 礎となる書類が原則）
　　④ 法人名義の振込先口座の通帳の写し

　申請期間

　　給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月１５日までです。
　　※電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日の２４時までです。

　申請方法

　　Web上での申請が基本となります。
　　持続化給付金の申請用ＨＰはこちら
　　https://jizokuka-kyufu.jp（中小企業庁ＨＰ）

　詳細はパンフレットもしくは持続化給付金
コールセンターへお願いいたします。

相談ダイヤル

持続化給付金事業コールセンター
０１２０－１１５－５７０

［ＩＰ電話専用回線］０３－６８３１－０６１３

受付時間　8：30～19：00
　　　　　　＊土曜日・祝日を除く日曜日から金曜日まで

農
業
者
の
皆
様
も

対
象
で
す
！

（通話料がかかります）
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　国では、新型コロナウィルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に
対して、事業の継続を下支えするため、「家賃支援給付金」として、特に地代・家賃の
負担軽減を目的に支給します。
　　給付対象
　新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、売上高が減少した事業者
　　１．令和2年5月～12月の売上高が、次のいずれかに該当
　　　　・前年同月比50％以上減少した場合
　　　　・連続する3か月について、前年の同じ時期に比べて30％以上減少した場合

　　２．資本金10億円以上の大企業を除く農業者、農業法人が広く対象

　　※農事組合法人や協同組合など、会社以外の法人についても広く対象となります
　　給 付 額
　申請時の直近に支払った農地を含む土地や建物の支払賃料（月額※）の合計に基づき算出される給付
　額（月額）の6か月分が支給されます。
　※賃料が年払いの場合は、年額を12で割った額（平均月額）。また、賃料の支払実績が必要です。
　（上限額）法人：600万円、個人：300万円
　　申請に必要な書類
　１．個人の場合（氏名、住所、生年月日、電話番号等の基本情報に加え、次の書類が必要です）

　　① 誓約書
　　② 宣誓書（農地等に係る賃貸借契約の取扱いについて定めたガイドラインに基づくもの）
　　③ 賃貸借契約を証明する書類（農地等の場合、賃貸借契約書、農用地利用集積計画書、農用地利用
　　　 配分計画書、所有権移転等促進計画の各筆明細などの写し）
　　④ 申請対象月の売上高の減少を確認するための資料（確定申告書、売上台帳など）
　　⑤ 賃料を支払ったこと（農地等で年払いの場合は、令和2年1月以降に支払ったこと）を証明する
　　　 銀行通帳等の写し、振込明細書など
　　⑥ 本人確認資料（運転免許証、個人番号カード等）

　２．法人の場合（法人番号、法人名、資本金等の基本情報に加え、次の書類が必要です）

　　① 誓約書
　　② 宣誓書（農地等に係る賃貸借契約の取扱いについて定めたガイドラインに基づくもの）
　　③ 賃貸借契約を証明する書類（農地等の場合、賃貸借契約書、農用地利用集積計画書、農用地利用
　　　 配分計画書、所有権移転等促進計画の各筆明細などの写し）
　　④ 申請対象月の売上高の減少を確認するための資料（確定申告書、法人事業概要説明書、売上台帳
　　　 など）
　　⑤ 賃料を支払ったこと（農地等で年払いの場合は令和2年1月以降に支払ったこと）を証明する銀
　　　 行通帳等の写し、振込明細書など
　　申請期間・方法
　（期　間）　令和2年7月14日から令和3年1月15日まで
　（方　法）　Web上での申請を基本とし、必要に応じ、完全
　　　　　　　予約制の申請サポート会場にてスタッフによる
　　　　　　　申請の入力サポートが受けられます。

　　申請のＨＰは次のアドレスからアクセスしてください。
　　https://yachin-shien.go.jp/index.html

　　※一度給付を受けた人は、再度給付申請をすることはできません。

家賃支援給付金（農地の賃料）の申請について

農
業
者
の
皆
様
も

対
象
で
す
！

相談ダイヤル

家賃支援給付金コールセンター
０１２０－６５３－９３０

受付時間　8：30～19：00
　　　　　　＊土曜日・祝日を除く

　
上
敷
免
地
区
で
は
、
平
成
28
年
か
ら
地
区
内
の
水

田
を
対
象
に
農
地
中
間
管
理
事
業
等
の
勉
強
会
を
実

施
し
、
地
域
の
農
地
に
関
す
る
話
合
い
を
実
施
し
て

き
ま
し
た
。
話
合
い
の
結
果
、
地
区
内
で
事
業
を
活

用
し
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
が
で
き
る
よ

う
、
農
地
集
約
化
の
必
要
性
を
共
有
し
、
耕
作
者
ご

と
の
農
地
集
約
を
目
指
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
事
業
は
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
中
心
に
、

地
元
の
認
定
農
業
者
や
土
地
所
有
者
を
交
え
て
行
わ

れ
、
今
年
の
３
月
に
は
地
区
内
の
約
24
　
の
農
地
を

農
地
中
間
管
理
事
業
に
よ
る
貸
借
に
切
り
替
え
ま
し

た
。

　
ま
た
、
今
年
の
水
稲
の
作
付
け
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、

農
地
中
間
管
理
事
業
を
利
用
し
て
耕
作
地
の
交
換
を

行
い
、
耕
作
地
の
集
約
を
行
い
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
今
後
も
同
様
に
錯さ
く

綜そ
う

す
る
耕
作
地
の
集

約
や
、
基
盤
整
備
事
業
を
実
施
し
た
い
地
域
か
ら
の

相
談
に
応
じ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
12
月
頃
に
は
人
と
農
地
の
問
題
を
地
区
ご

と
に
話
し
合
う
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
座
談
会
」
も
各

地
区
に
て
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
参
加
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
農
業
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
５
７
７
―
３
２
９
８

　
冬
か
ら
春
先
の
農
閑
期
に
か
け
て
は
、
強
風
に

よ
り
、
農
地
か
ら
の
砂
ぼ
こ
り
が
発
生
し
や
す
い

時
期
で
す
。
風
に
よ
り
畑
地
表
皮
の
優
良
土
壌
が

飛
散
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
風
下
の
地
域
の

住
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
次
の
よ
う
な

対
策
で
優
良
土
壌
の
飛
散
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
土
地
所
有
者
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
●
中
低
木
、
竜
の
ひ
げ
の
植
栽
ま
た
は
防
風

　ネ
ッ
ト
の
設
置

●
次
期
作
に
向
け
た
耕
運
作
業
を
作
付
け
間
近

ま
で
控
え
る

●
畑
か
ん
な
ど
で
散
水
し
農
地
の
湿
潤
化
を
図

る
●
緑
肥
作
物
（
エ
ン
麦
、
ラ
イ
麦
）
の
播
種

※
市
で
は
防
風
ネ
ッ
ト
の
設
置
補
助
を
行
っ
て
い

ま
す
。
ご
協
力
頂
け
る
方
は
農
業
振
興
課
ま
で

ご
連
絡
下
さ
い
。
な
お
、
農
地
の
場
所
等
に
よ
り
、

防
風
ネ
ッ
ト
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
農
業
振
興
課
・
整
備
係

　
　
　
　
　
　
　
☎
５
７
７
―
３
２
９
８

事業利用後の耕作者別図

話し合いの様子

農
地
中
間
管
理
事
業
を
活
用
し
た
農
地
集
積
を
行
い
ま
し
た

砂
ぼ
こ
り
対
策
の
ご
協
力
に
つ
い
て

農
地
中
間
管
理
事
業
を
活
用
し
た
農
地
集
積
を
行
い
ま
し
た

農
地
中
間
管
理
事
業
を
活
用
し
た
農
地
集
積
を
行
い
ま
し
た

砂
ぼ
こ
り
対
策
の
ご
協
力
に
つ
い
て

農
地
中
間
管
理
事
業
を
活
用
し
た
農
地
集
積
を
行
い
ま
し
た

ha
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　国では、新型コロナウィルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に
対して、事業の継続を下支えするため、「家賃支援給付金」として、特に地代・家賃の
負担軽減を目的に支給します。
　　給付対象
　新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、売上高が減少した事業者
　　１．令和2年5月～12月の売上高が、次のいずれかに該当
　　　　・前年同月比50％以上減少した場合
　　　　・連続する3か月について、前年の同じ時期に比べて30％以上減少した場合

　　２．資本金10億円以上の大企業を除く農業者、農業法人が広く対象

　　※農事組合法人や協同組合など、会社以外の法人についても広く対象となります
　　給 付 額
　申請時の直近に支払った農地を含む土地や建物の支払賃料（月額※）の合計に基づき算出される給付
　額（月額）の6か月分が支給されます。
　※賃料が年払いの場合は、年額を12で割った額（平均月額）。また、賃料の支払実績が必要です。
　（上限額）法人：600万円、個人：300万円
　　申請に必要な書類
　１．個人の場合（氏名、住所、生年月日、電話番号等の基本情報に加え、次の書類が必要です）

　　① 誓約書
　　② 宣誓書（農地等に係る賃貸借契約の取扱いについて定めたガイドラインに基づくもの）
　　③ 賃貸借契約を証明する書類（農地等の場合、賃貸借契約書、農用地利用集積計画書、農用地利用
　　　 配分計画書、所有権移転等促進計画の各筆明細などの写し）
　　④ 申請対象月の売上高の減少を確認するための資料（確定申告書、売上台帳など）
　　⑤ 賃料を支払ったこと（農地等で年払いの場合は、令和2年1月以降に支払ったこと）を証明する
　　　 銀行通帳等の写し、振込明細書など
　　⑥ 本人確認資料（運転免許証、個人番号カード等）

　２．法人の場合（法人番号、法人名、資本金等の基本情報に加え、次の書類が必要です）

　　① 誓約書
　　② 宣誓書（農地等に係る賃貸借契約の取扱いについて定めたガイドラインに基づくもの）
　　③ 賃貸借契約を証明する書類（農地等の場合、賃貸借契約書、農用地利用集積計画書、農用地利用
　　　 配分計画書、所有権移転等促進計画の各筆明細などの写し）
　　④ 申請対象月の売上高の減少を確認するための資料（確定申告書、法人事業概要説明書、売上台帳
　　　 など）
　　⑤ 賃料を支払ったこと（農地等で年払いの場合は令和2年1月以降に支払ったこと）を証明する銀
　　　 行通帳等の写し、振込明細書など
　　申請期間・方法
　（期　間）　令和2年7月14日から令和3年1月15日まで
　（方　法）　Web上での申請を基本とし、必要に応じ、完全
　　　　　　　予約制の申請サポート会場にてスタッフによる
　　　　　　　申請の入力サポートが受けられます。

　　申請のＨＰは次のアドレスからアクセスしてください。
　　https://yachin-shien.go.jp/index.html

　　※一度給付を受けた人は、再度給付申請をすることはできません。

家賃支援給付金（農地の賃料）の申請について

農
業
者
の
皆
様
も

対
象
で
す
！

相談ダイヤル

家賃支援給付金コールセンター
０１２０－６５３－９３０

受付時間　8：30～19：00
　　　　　　＊土曜日・祝日を除く

　
上
敷
免
地
区
で
は
、
平
成
28
年
か
ら
地
区
内
の
水

田
を
対
象
に
農
地
中
間
管
理
事
業
等
の
勉
強
会
を
実

施
し
、
地
域
の
農
地
に
関
す
る
話
合
い
を
実
施
し
て

き
ま
し
た
。
話
合
い
の
結
果
、
地
区
内
で
事
業
を
活

用
し
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
が
で
き
る
よ

う
、
農
地
集
約
化
の
必
要
性
を
共
有
し
、
耕
作
者
ご

と
の
農
地
集
約
を
目
指
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
事
業
は
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
中
心
に
、

地
元
の
認
定
農
業
者
や
土
地
所
有
者
を
交
え
て
行
わ

れ
、
今
年
の
３
月
に
は
地
区
内
の
約
24
　
の
農
地
を

農
地
中
間
管
理
事
業
に
よ
る
貸
借
に
切
り
替
え
ま
し

た
。

　
ま
た
、
今
年
の
水
稲
の
作
付
け
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、

農
地
中
間
管
理
事
業
を
利
用
し
て
耕
作
地
の
交
換
を

行
い
、
耕
作
地
の
集
約
を
行
い
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
今
後
も
同
様
に
錯さ
く

綜そ
う

す
る
耕
作
地
の
集

約
や
、
基
盤
整
備
事
業
を
実
施
し
た
い
地
域
か
ら
の

相
談
に
応
じ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
12
月
頃
に
は
人
と
農
地
の
問
題
を
地
区
ご

と
に
話
し
合
う
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
座
談
会
」
も
各

地
区
に
て
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
参
加
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
農
業
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
５
７
７
―
３
２
９
８

　
冬
か
ら
春
先
の
農
閑
期
に
か
け
て
は
、
強
風
に

よ
り
、
農
地
か
ら
の
砂
ぼ
こ
り
が
発
生
し
や
す
い

時
期
で
す
。
風
に
よ
り
畑
地
表
皮
の
優
良
土
壌
が

飛
散
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
風
下
の
地
域
の

住
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
次
の
よ
う
な

対
策
で
優
良
土
壌
の
飛
散
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
土
地
所
有
者
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
●
中
低
木
、
竜
の
ひ
げ
の
植
栽
ま
た
は
防
風

　ネ
ッ
ト
の
設
置

●
次
期
作
に
向
け
た
耕
運
作
業
を
作
付
け
間
近

ま
で
控
え
る

●
畑
か
ん
な
ど
で
散
水
し
農
地
の
湿
潤
化
を
図

る
●
緑
肥
作
物
（
エ
ン
麦
、
ラ
イ
麦
）
の
播
種

※
市
で
は
防
風
ネ
ッ
ト
の
設
置
補
助
を
行
っ
て
い

ま
す
。
ご
協
力
頂
け
る
方
は
農
業
振
興
課
ま
で

ご
連
絡
下
さ
い
。
な
お
、
農
地
の
場
所
等
に
よ
り
、

防
風
ネ
ッ
ト
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
農
業
振
興
課
・
整
備
係

　
　
　
　
　
　
　
☎
５
７
７
―
３
２
９
８

事業利用後の耕作者別図

話し合いの様子

農
地
中
間
管
理
事
業
を
活
用
し
た
農
地
集
積
を
行
い
ま
し
た

砂
ぼ
こ
り
対
策
の
ご
協
力
に
つ
い
て

農
地
中
間
管
理
事
業
を
活
用
し
た
農
地
集
積
を
行
い
ま
し
た

農
地
中
間
管
理
事
業
を
活
用
し
た
農
地
集
積
を
行
い
ま
し
た

砂
ぼ
こ
り
対
策
の
ご
協
力
に
つ
い
て

農
地
中
間
管
理
事
業
を
活
用
し
た
農
地
集
積
を
行
い
ま
し
た

ha
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農
地
の
権
利
を
相
続
等
で
取
得
し
た
場
合
は
、
農

業
委
員
会
に
そ
の
旨
を
届
出
す
る
こ
と
が
義
務
化
さ

れ
て
い
ま
す
。
農
地
の
権
利
を
取
得
さ
れ
た
場
合
は
、

遅
滞
な
く
農
地
法
第
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出

書
の
ご
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
届
出
書
は
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
耕
作
さ
れ
て
い
な
い
農
地
に
、
雑
草
等
が
生
い
茂
っ

て
困
っ
て
い
る
と
い
っ
た
苦
情
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
荒
廃
し
た
農
地
は
、
病
害
虫
や
火
災
の
発

生
原
因
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
見
通
し
が
悪
く
な
る

こ
と
で
交
通
事
故
を
誘
発
し
た
り
、
ゴ
ミ
の
不
法
投

棄
の
温
床
と
な
る
な
ど
、
地
域
環
境
に
重
大
な
影
響

を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

農
地
を
所
有
す
る
方
は
耕
作
を

さ
れ
な
い
場
合
も
、
定
期
的
な

耕
う
ん
や
除
草
な
ど
、
農
地
の

適
正
管
理
に
努
め
る
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　農
業
者
年
金
で
生
活
の
安
定
を
考
え
ま
せ
ん

か
？
年
金
は
家
族
一
人
ひ
と
り
に
つ
い
て
準
備
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。
農
業
経
営
者
は
も
と
よ
り
、

配
偶
者
や
後
継
者
な
ど
の
家
族
農
業
従
事
者
も
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　農
業
者
年
金
は
、
国
民
年
金
（
基
礎
年
金
）
に

上
乗
せ
し
た
公
的
年
金
で
す
。

　農
業
者
年
金
の
ご
相
談
や
加
入
の
申
込
み
は
、

農
業
委
員
会
事
務
局
か
最
寄
り
の
農
協
で
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
申
込
み
の
際
に
は
、
保
険
料
の
振

替
口
座
番
号
と
国
民
年
金
の
基
礎
年
金
番
号
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
農
業
委
員
会
事
務
局
（
☎
５
７
７

　

－

３
４
３
９
）
ま
た
は
最
寄
り
の
農
協
へ

相
続
等
に
よ
り
農
地
の
権
利
を

取
得
し
た
場
合
は
「
農
業
委
員

会
へ
の
届
出
」
が
必
要
で
す
。

農
地
の
管
理
は
適
正
に
！

農
業
者
年
金
加
入
の
お
す
す
め

相
続
等
に
よ
り
農
地
の
権
利
を

取
得
し
た
場
合
は
「
農
業
委
員

会
へ
の
届
出
」
が
必
要
で
す
。

農
地
の
管
理
は
適
正
に
！

農
業
者
年
金
加
入
の
お
す
す
め

相
続
等
に
よ
り
農
地
の
権
利
を

取
得
し
た
場
合
は
「
農
業
委
員

会
へ
の
届
出
」
が
必
要
で
す
。

農
地
の
管
理
は
適
正
に
！

農
業
者
年
金
加
入
の
お
す
す
め

◆
農
業
者
年
金
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト
◆

①
農
業
者
な
ら
広
く
加
入
で
き
る

②
少
子
高
齢
時
代
に
強
い
積
立
方
式
・
確
定
拠

出
型
の
年
金

③
保
険
料
は
自
由
に
決
め
ら
れ
る

④
終
身
年
金
。
80
歳
前
に
亡
く
な
っ
た
場
合
に

は
死
亡
一
時
金
あ
り

⑤
税
制
面
で
大
き
な
優
遇

⑥
保
険
料
の
国
庫
補
助

農業委員会等の移転のお知らせ
　令和２年７月27日（月）から農業委員会事務局及び産業振
興部（農業振興課、商工振興課、産業ブランド推進室）の
事務所が岡部庁舎（深谷市岡２３８１−１）から深谷市役所
新庁舎へ移転しました。

　　　　　 〒３６６−８５０１　深谷市仲町１１番１号

農 業 振 興 課

２階２３番窓口
（ ☎  ５７７―３２９８）
（Fax ５７８―７６１４）

農業委員会事務局

２階２４番窓口
（ ☎  ５７７―３４３９）
（Fax ５７８―７６１４）

所在地

持続化給付金の申請について
　持続化給付金とは？

　新型コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の
　継続を下支えするために支給するものです。

　給 付 額　

　法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで
　※ただし、昨年１年間の売上からの減少分が上限です。

　給付対象　

　・2020年１月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50％
　　以上減少している事業者
　・2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
　＊一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

　申請情報・書類

　１．個人の場合（氏名、住所、生年月日、電話番号等の基本情報に加え、次の書類が必要です）
　　① 2019年分の確定申告書第一表の控え（収受日付印が押してあるもの）※１※２

　　② 申請の対象とする月の月間事業収入がわかるもの（売上台帳、帳面など2020年の確定申告の基
　　　 礎となる書類が原則）
　　③ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
　　④ 本人確認書類（運転免許証、個人番号カード等）
　　※１  2019年の確定申告書類がない場合は、市町村民税・特別区民税・都道府県税などの申告書類でも申請可能です。
　　※２  農業者の方は、青色申告者であっても、所得税青色申告書決算書の控えを添付せずに申請することができます。

　２．法人の場合（法人番号、法人名、住所、業種、設立年月日、資本金、代表電話番号等の基本情報
　　　　　　　　　に加え、次の書類が必要です）
　　① 申請の対象とする月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え（収受日付印
　　　 が押してあるもの）
　　② 法人事業概要説明書の控え
　　③ 申請の対象となる月の月間事業収入がわかるもの（売上台帳、帳面など2020年の確定申告の基
　　　 礎となる書類が原則）
　　④ 法人名義の振込先口座の通帳の写し

　申請期間

　　給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月１５日までです。
　　※電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日の２４時までです。

　申請方法

　　Web上での申請が基本となります。
　　持続化給付金の申請用ＨＰはこちら
　　https://jizokuka-kyufu.jp（中小企業庁ＨＰ）

　詳細はパンフレットもしくは持続化給付金
コールセンターへお願いいたします。

相談ダイヤル

持続化給付金事業コールセンター
０１２０－１１５－５７０

［ＩＰ電話専用回線］０３－６８３１－０６１３

受付時間　8：30～19：00
　　　　　　＊土曜日・祝日を除く日曜日から金曜日まで

農
業
者
の
皆
様
も

対
象
で
す
！

（通話料がかかります）
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こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
︑
深
谷
市
の
明
日
の
農
業
を

担
う
新
規
就
農
者
を
紹
介
し
て
い
ま
す
︒

　
シ
リ
ー
ズ
第
25
回
は
︑
花
園
地
区
の
永
田
で
就
農

さ
れ
た
︑
鈴
木
達
也
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
︒

Ｑ

　こ
れ
ま
で
の
経
歴
や
、
農
業
を
始
め
た
き
っ
か

け
は
何
で
す
か
？

Ａ
　
大
学
の
農
学
部
生
命
科
学
科
で
遺
伝
子
工
学
を

学
び
ま
し
た
。
卒
業
後
、
畜
産
飼
料
メ
ー
カ
ー
に

就
職
し
、
営
業
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
農
業
の
現

場
で
働
き
た
く
な
り
、
畜
産
関
係
の
法
人
の
社
員

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
さ
い
た
ま
市
に
あ
る

ネ
ギ
の
生
産
法
人
で
２
年
働
き
、
そ
こ
で
知
り
合
っ

た
農
家
の
も
と
で
研
修
生
と
し
て
１
年
ち
ょ
っ
と
働

い
た
後
に
独
立
し
ま
し
た
。

Ｑ

　現
在
主
に
何
を
生
産
し
て
い
ま
す
か
？

Ａ
　
ネ
ギ
を
約
１
町
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
を
約
１
町
５

反
、
ナ
ス
を
１
反
５
畝
ほ
ど
し
て
い
ま
す
。
今
後

は
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
よ
り
ネ
ギ
の
ウ
エ
イ
ト
を
上

げ
て
い
き
た
い
で
す
。

Ｑ

　農
業
を
始
め
て
感
じ
た
こ
と
は
？

Ａ
　
農
業
は
、
天
候
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

仕
事
の
段
取
り
が
難
し
い
け
れ
ど
、
努
力
し
た
分

だ
け
成
果
に
結
び
つ
く
と
こ
ろ
が
魅
力
だ
と
思
い

ま
す
。

Ｑ

　農
業
を
し
て
い
て
良
か
っ
た
こ
と
は
？

Ａ
　
仕
事
の
や
り
方
や
経
営
ス
タ
イ
ル
な
ど
が
自
由

に
で
き
る
こ
と
で
す
。

Ｑ

　農
業
を
や
っ
て
い
く
う
え
で
心
掛
け
て
い
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
　
野
菜
の
生
産
に
は
、
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
目
を

向
け
て
、
品
質
管
理
に
注
意
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

地
域
の
方
や
自
分
の
周
り
の
方
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
し
て
い
ま
す
。

Ｑ

　休
み
の
日
は
、
何
を
し
て
い
ま
す
か
？

Ａ
　
ま
と
も
な
休
み
は
正
月
く
ら
い
で
、
農
業
経
営

が
も
う
少
し
安
定
す
る
ま
で
は
、
仕
事
が
趣
味
で

す
。

Ｑ

　将
来
の
夢
は
何
で
す
か
？

Ａ
　
花
園
直
売
所
に
出
荷
し
て
２
年
く
ら
い
経
ち
ま

す
が
、
自
分
の
作
っ
た
野
菜
を
目
当
て
に
買
い
に

来
て
く
れ
る
よ
う
な
野
菜
を
作
り
た
い
で
す
。
そ

の
た
め
に
、
現
在
の
経
営
面
積
を
維
持
し
た
ま
ま

作
業
効
率
を
高
め
、
ゆ
と
り
を
持
っ
た
仕
事
を
し

て
、
品
質
の
向
上
を
目
指
し
た
い
で
す
。

Ｑ

　こ
れ
か
ら
新
規
就
農
す
る
方
に
一
言
！

Ａ
　
自
分
一
人
で
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
を
捨

て
て
、
地
域
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
積
極

的
に
行
い
、
周
囲
の
人
の
力
を
借
り
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
は

あ
ら
ゆ
る
場
面
で
出
て
い
ま
す
が
、
農
業
従
事

者
も
例
外
で
は
な
く
、
先
の
見
え
な
い
状
況
が

今
な
お
続
い
て
い
ま
す
。
一
刻
も
早
く
終
息
に

向
か
う
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

　編
集
委
員
会
は
新
し
い
体
制
に
な
り
ま
し
た

が
、
今
後
も
皆
様
に
親
し
ま
れ
る“

農
委
だ
よ

り„

を
お
届
け
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

農
委
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　
　
　
委
員
長

　石
塚

　
　保

　
　
　
委

　員

　橋
本

　
　登

　栁

　
　一
男

　
　
　
　
　
　
　橋
本

　繁
穂

　塚
原

　
　昇

　
　
　
　
　
　
　尾
熊

　博
章

　大
澤

　慶
三

※現在、彼女募集中です。
気になる方は、農業委員会
事務局までご連絡を！

「
品
質
の
良
い
野
菜
を
作
り
た
い
」

鈴
木
　
達
也
さ
ん
（
28
歳
）

永
田

す
ず
き
　
　
た
つ
や

2020年9月
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事務局 〒3668501　深谷市仲町11番 1 号 ☎ 5773439（直通）・FAX 5787614

深 谷 市 農 業 委 員 会編 集
発 行

深谷市イメージキャラクター

永田で新規就農された鈴木達也さん
（6面にインタビューを掲載しています）
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